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建設業許可・経営事項審査電子申請システム（JCIP）について（周知依頼） 

 
 

平素は本会の活動に対しまして、格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、国土交通省では、デジタル技術の活用による国民生活の利便性の向上等の観

点から、令和５年１月より、「建設業許可・経営事項審査電子申請システム（JCIP）」

の運用を開始し、建設業許可・経営事項審査の電子申請を可能としたところです。 

この度、国土交通省より、さらなる利用促進を図るべく、新たに作成したリーフレ

ットによる再度の周知及びその導入についての検討依頼がありました。 
つきましては、ご多忙の折り、誠に恐縮ですが、本件について、貴会会員企業の皆

様に対して周知賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 
【添付資料】 
別添_広報リーフレット（国交省作成） 

【参考ＵＲＬ】 
建設業許可・経営事項審査電子申請システム（JCIP）（国交省ＨＰ） 

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk1_000001_00019.html 
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